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提案理由  

市内で林業及び木製品製造業に従事しようとする学生に対して修学資金を貸与

するための制定  
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   飛驒市林業・木工技術者等修学資金貸与条例 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市内で林業及び木製品製造業に従事しようとする学生に対し

て修学資金を貸与することにより、林業技術者及び木工技術者の養成及び確保を

容易にし、もって本市の森林整備及び木材活用の促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「林業技術者」とは、労働安全衛生法（昭和47年法律第

57号）第59条第３項及び労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第36条の

規定のうち、次の全てに該当する特別の教育を受けた者をいう。 

⑴ 伐木等機械の運転の業務 

⑵ 走行集材機械の運転の業務 

⑶ 機械集材装置の運転の業務 

⑷ 簡易架線集材装置の運転の業務 

⑸ チエーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 

２ この条例において「木工技術者」とは、木材に加工を施し、販売を目的とした

家具、工芸品、玩具等を製作する者をいう。 

３ この条例において「養成施設」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第124

条に定める学校をいう。 

４ この条例において「市内林業事業体」とは、所有森林又は他者から委託等を受

けた森林において造林、伐採などの林内作業を行う森林組合、素材生産事業者で

飛驒市内に設置されているものをいう。 

５ この条例において「市内木製品製造販売事業体」とは、木材に加工を施し、家

具、工芸品、玩具等を製作、販売する事業者で飛驒市内に設置されているものを

いう。 

（貸与の条件） 

第３条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に該当する者で養成施設に

在学しているものとする。 

⑴ 将来、市内林業事業体又は市内木製品製造販売事業体に勤務しようとする者 

 ⑵ 将来、前号の事業体と同様の事業を行う事業体を飛驒市内で新たに起業しよ
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うとする者 

２ 修学資金の貸与の決定を受けた者（以下「修学生」という。）は、養成施設を卒

業した日の属する月の翌月から起算して３か月以内に第２条第１項又は第２項

に定める業務に従事しなければならないものとする。 

（修学資金の額） 

第４条 修学資金の額は、１人につき養成施設において必要な授業料、教材費、実

習費の年額の合計とする。 

（貸与期間） 

第５条 修学資金を貸与する期間は、貸与することを決定した日の属する月から当

該修学生が養成施設を卒業する日の属する月までとする。 

（貸与の申請及び連帯保証人） 

第６条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人２人を立てて市長に申

請しなければならない。ただし、連帯保証人のうち１人を別世帯員とする。 

２ 修学生が未成年者であるときは、連帯保証人のうち１人を父、母、兄、姉その

他成年者である３親等以内の者としなければならない。ただし、市長がやむを得

ないと認めるときは、この限りでない。 

３ 前項の保証人は、修学生と連帯して債務を負担するものとする。 

（貸与の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に基づいて選考の上、修学

資金の貸与について決定し、決定事項を当該申請者に通知するものとする。 

（貸与の廃止又は休止） 

第８条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資

金の貸与を廃止するものとする。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 退学したとき。 

⑶ 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

⑷ 次項第１号又は第３号の理由で休止した場合で、休止期間が１年を経過した

とき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくな

ったと認められるとき。 

２ 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の
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貸与を休止するものとする。 

⑴ 傷病のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

⑵ 留年したとき（ただし、留年期間中に限る。）。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、修学資金の貸与目的を達成する見込みがなくな

ったと認められるとき。 

３ 市長は、修学生が休学し又は停学の処分を受けたときは、休学し又は停学の処

分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月分まで修学資

金の貸与を休止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に

貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の

属する月以後の分として貸与されたものとみなす。 

（返還） 

第９条 修学生は、前条第１項第２号から第５号までの規定により修学資金の貸与

を廃止された場合又は次条に掲げる免除要件に該当する場合を除き、貸与された

修学資金を返還しなければならない。 

２ 修学資金は、無利子貸与とする。 

（返還の免除） 

第１０条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、

貸与した修学資金の返還を免除することができる。 

⑴ 市内林業事業体又は市内木製品製造販売事業体に連続して在職した期間が

貸与を受けた期間の２分の３の月数に達した場合は、全額免除する。 

⑵ 前号の事業体と同様の事業を行う事業体を飛驒市内で新たに起業し、業務に

従事した期間が貸与を受けた期間の２分の３の月数に達した場合は、全額免除

する。 

⑶ 市内林業事業体又は市内木製品製造販売事業体に連続して在職した期間が、

貸与を受けた期間の２分の３の月数に満たないときは、その全在職期間を貸与

を受けた期間の２分の３の月数で除して得た数値を貸付けた修学資金の額に

乗じて得た額の返還を免除する。この場合において在職期間に１月未満の端数

があるとき、又はその在職期間が１月に満たないときは、これを１月として計

算する。 

⑷ 前号の事業体と同様の事業を行う事業体を飛驒市内で新たに起業し、業務に

従事した期間が、貸与を受けた期間の２分の３の月数に満たないときは、その
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全従事期間の貸与を受けた期間の２分の３の月数で除して得た数値を貸付け

た修学資金の額に乗じて得た額の返還を免除する。この場合において従事期間

に１月未満の端数があるとき、又はその従事期間が１月に満たないときは、こ

れを１月として計算する。 

⑸ 修学期間中又は業務従事中に死亡した場合は、全額を免除する。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めた場合

は、市長が定める額を免除することができる。 

（返還の猶予） 

第１１条 市長は、修学生が災害その他の正当な理由により、規則で定めた期日ま

でに貸与した修学資金の返還が困難であると認めるときは、その者の申請により

返還を猶予することができる。 

（延滞金） 

第１２条 修学生は、正当な理由がなく修学資金を償還期日までに償還しなかった

ときは、償還期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額に

飛驒市督促手数料及び延滞金徴収条例（平成16年飛驒市条例第73号）の規定によ

る割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して支払わなければなら

ない。 

２ 前項に規定する延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含

む期間についても、365日当たりの割合とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は特にやむを得ない理由があると認めるとき

は、延滞金の支払の全部又は一部を免除することができる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



 

 

市資 料市 

飛騨市林業・木工技術者等修学資金貸与条例（案）要旨 

 

 

１ 制定の趣旨 

本条例は、市内における林業技術者及び木工技術者の養成及び確保を容易に

し、もって本市の森林整備及び木材活用の促進を図ることを目的として、市内で

林業及び木製品製造業に従事しようとする学生に対して修学資金を貸与するた

めに必要な事項について定めるものである。 

 

２ 概要 

⑴ 修学資金の貸与を行う者 

   修学資金の貸与を受けることができる者は、次に該当する者で条例で定める

養成施設に在学しているものとする。  

ア 将来、市内林業事業体又は市内木製品製造販売事業体に勤務しようとする  

 者  

  イ 将来、前号の事業体と同様の事業を行う事業体を飛騨市内で新たに起業し

ようとする者  

⑵ 修学資金の額  

修学資金の額は、１人につき養成施設において必要な授業料、教材費、実習

費の年額の合計とする。  

⑶ 修学資金の返還免除  

修学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸与した修学

資金の返還を全額免除する。  

ア 市内林業事業体又は市内木製品製造販売事業体に連続して在職した期間

が貸与を受けた期間の２分の３の月数に達した場合  

イ 前号の事業体と同様の事業を行う事業体を飛騨市内で新たに起業し、業務 

に従事した期間が貸与を受けた期間の２分の３の月数に達した場合  

 

３ 施行日 令和２年４月１日 


